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介護保険施設に入所した際の居住費・食費の自己負担限度額等が変わります

問福祉課　☎内線302

１日あたりの居住費・食費の自己負担限度額
■令和３年７月まで　

利用者
負　担
段　階

所得の状況 預貯金等の
資産の状況

居住費（滞在費）

食費従来型
個　室 多床室 ユニット型

個　　　室

ユニット型
個　室　的
多　床　室

１

生活保護受給者の方等

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

490円）
（320円）

0円 820円 490円 300円

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者の方

２
前年の合計所得金額+年金収入額
が80万円以下の方

490円）
（420円）

370円 820円 490円 390円

３
前年の合計所得金額+年金収入額
が80万円超の方

1,310円）
（820円）

370円 1,310円 1,310円 650円

　所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限（限度額）が設けられており、これを超える利用者負
担はありません。超えた分は「特定入所介護サービス費」として支給されます。
　支給を受けるためには、町に申請する必要があるため、問合せ先までご相談ください。

対象となる施設・サービス
●介護老人福祉施設（地域密着型も含む）●介護老人保健施設●介護療養型医療施設●介護医療院●短期入所生
活介護（介護予防も含む）●短期入所療養介護（介護予防も含む）

■令和３年８月から

利用者
負　担
段　階

所得の状況 預貯金等の
資産の状況

居住費（滞在費）

食費従来型
個　室 多床室 ユニット型

個　　　室

ユニット型
個　室　的
多　床　室

１

生活保護受給者の方等
単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

490円）
（320円）

0円 820円 490円 300円

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者の方

２
前年の合計所得金額+年金収入額
が80万円以下の方

単身：　650万円以下
夫婦：1,650万円以下

490円）
（420円）

370円 820円 490円
390円】
【600円】

３
前年の合計所得金額+年金収入額
が80万円超120万円以下の方

単身：　550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,310円）
（820円）

370円 1,310円 1,310円
650円】

【1,000円】

４
前年の合計所得金額+年金収入額
が120万円超の方

単身：　500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,310円】
（820円）

370円 1,310円 1,310円
1.360円】
【1,300円】

※（　）は、介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合
※【　】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合
※�食事の提供に要する平均的な費用の額（基準費用額）も1,392円から1,445円（日額）と引き上げになりますが、
実際の費用は施設と利用者との契約によって決定をします。
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ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
て
る
が
さ
き（
照
ヶ
崎
プ
ー
ル
）を
開
設
し
ま
す

【
感
染
症
対
策
】

　
今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
次
の
取
組

み
を
実
施
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
午
前
・
午
後
２
部
制
の
導
入

　
午
前
の
部

　
９
時（
入
場
）～
12
時
30
分（
退
場
）

　
午
後
の
部

　
13
時
30
分（
入
場
）～
17
時（
退
場
）

■
入
場
制
限

　
各
部
３
４
０
人
を
上
限
と
し
ま
す
。

■
受
付
時

　
受
付
時
に
検
温
及
び
体
調
の
聞
き

と
り
を
行
い
ま
す
。
発
熱
や
体
調
不

良
が
見
受
け
ら
れ
た
際
は
、
入
場
を

お
断
り
し
ま
す
。

　
町
を
通
過
す
る
、
千
葉
県
銚
子
市

か
ら
和
歌
山
県
和
歌
山
市
ま
で
の
太

平
洋
岸
を
走
る
総
延
長
１
，
４
８
７

キ
ロ
の
「
太
平
洋
岸
自
転
車
道
」
が

ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
と

は
、
日
本
を
代
表
し
、
世
界
に
誇
り

う
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ル
ー
ト
を
作
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
指
定
す
る

も
の
で
、
過
去
に
「
つ
く
ば
霞
ケ
浦

り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
」（
茨
城
県
）、「
ビ

ワ
イ
チ
」（
滋
賀
県
）、「
し
ま
な
み
海

道
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
」（
広
島
県
、

愛
媛
県
）
の
３
ル
ー
ト
が
指
定
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
新
た
に
「
ト

カ
プ
チ
４
０
０
」（
北
海
道
）、「
太
平

洋
岸
自
転
車
道
」（
千
葉
県
～
和
歌
山

県
）、「
富
山
湾
岸
サ
イ
ク
リ
ン
グ

コ
ー
ス
」（
富
山
県
）
の
３
ル
ー
ト
が

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

太
平
洋
岸
自
転
車
道
が

ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
！

■
更
衣
室
の
利
用
人
数
制
限

　
混
雑
具
合
に
よ
り
最
大
６
～
８
名

を
上
限
と
し
ま
す
。

■
小
休
憩
（
１
時
間
毎
の
10
分
間
休

憩
）
の
廃
止

　
小
休
憩
を
設
け
る
こ
と
に
よ
る
、

更
衣
室
や
ト
イ
レ
の
混
雑
を
回
避
す

る
た
め
で
す
。
定
期
的
に
ア
ナ
ウ
ン

ス
を
行
い
ま
す
の
で
、
各
自
で
休
憩

を
お
取
り
く
だ
さ
い
。

■
施
設
内
で
の
飲
食
の
禁
止
（
水
分

補
給
を
除
く
）

　
飲
食
の
禁
止
に
伴
い
、
施
設
で
の

軽
食
販
売
も
中
止
と
な
り
ま
す
。

■
そ
の
他

　
そ
の
他
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
の
う
え
、

施
設
管
理
者
及
び
施
設
内
掲
示
物
の

指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
開
設
期
間
】

　
７
月
10
日
（
土
）
～
８
月
29
日

（
日
）

※
７
月
10
日
（
土
）
～
７
月
16
日

（
金
）
は
土
日
の
み
開
設

【
利
用
料
】

　
大
人
４
１
０
円

　
子
ど
も
（
中
学
生
以
下
）
２
１
０

円
未
就
学
児
無
料

※
各
部
の
料
金
に
な
り
ま
す
。
午

前
・
午
後
の
２
部
と
も
入
場
す
る
際

は
、
各
部
ご
と
に
料
金
を
い
た
だ
き

ま
す
。

【
そ
の
他
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
状
況
に
よ
り
、
利
用
方
法
や
開

設
期
間
等
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
優
待
券
】

　
町
内
在
住
の
方
は
、
上
記
の
優
待

券
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
付
時

に
提
示
す
る
と
大
人
３
１
０
円
、
子

ど
も
は
無
料
で
入
場
で
き
ま
す
。

※
提
示
が
な
い
場
合
は
、
通
常
料
金

と
な
り
ま
す
。

問
ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
て
る
が
さ
き

☎
（
61
）
４
３
２
９

令和３年度

住　　所　　

照ヶ崎プール優待パスポート
OISO

世帯主名

※町内在住で同一世帯のみご利用いただけます。
※複写・ダウンロードされたものは利用できません。

子ども（中学生以下）　無料

令和３年度

住　　所　　

照ヶ崎プール優待パスポート
大人　310円

OISO

世帯主名

※町内在住で同一世帯のみご利用いただけます。
※複写・ダウンロードされたものは利用できません。

　
町
で
は
令
和
２
年
６
月
に
、
今
ま

で
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
旧
吉
田
茂

邸
付
近
か
ら
大
磯
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

間
の
「
太
平
洋
岸
自
転
車
道
」
を
延

伸
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
に
よ

る
周
遊
環
境
が
格
段
に
向
上
し
ま
し

た
。

　
大
磯
の
海
岸
線
か
ら
ど
こ
ま
で
も

続
く
水
平
線
を
横
目
に
サ
イ
ク
リ
ン

グ
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
ナ
シ
ョ
ナ
ル

サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

●
太
平
洋
岸

自
転
車
道

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
都
市
計
画
課
　
☎
内
線
２
３
9


